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令和４年第１回吉賀町議会定例会の開会にあたり、諸議案の

説明に先立ちまして、今後の町政運営に臨む基本的な考え方の

一端と施策の概要を申し述べ、議員各位並びに町民の皆様のご

理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 

〔はじめに〕 

 

まず、国内状況についてであります。未だ収束の兆しが見えな

い新型コロナウイルス感染症の蔓延拡大により、私達の生活や

経済は大変大きな打撃を受けています。そして、新たな変異種

であるオミクロン株の急速な感染スピードにより、国の示す抑止

対策も後手に廻り、十分な効果が感じ取れない状況となっていま

す。こうした中、去る１月１７日開会した第２０８回通常国会におい

て、岸田文雄内閣総理大臣が就任後初の施政方針演説を行い、

その内容は、次のようなものでありました。 

まず、新型コロナウイルス対策については、政権の最優先課

題として位置付け、全身全霊で取り組み早期克服に総力を挙げ

ることを表明しました。本年６月を目途に感染症法の在り方を含

む中長期的な対応を取り纏める方針を示すとともに、今後は国

内対策に重点を置き、重症化を中心とした医療提供体制の強化

やワクチン接種の前倒しの加速化などを強調しました。 

新しい資本主義については、経済再生の要としてその実現を

図るとしています。そのことによって、官と民が全体像を共有し、

協働することで国民一人ひとりが豊かで生き生きと暮らせる社会

を作るとしています。具体策として、デジタル田園都市国家構想、

科学技術・イノベーション、人への投資などを掲げています。 

気候変動問題では、資本主義の負の側面が凝縮しているとし

て、自らが掲げる新しい資本主義の実現で克服すべき最大の課
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題としています。２０５０年（令和３２年）に国内温室効果ガス排出

を実質ゼロにする政府目標に向け、産業構造や国民の暮らし、

地域の在り方を含む経済社会全体の大変革に取り組むと訴えま

した。 

また、新しい資本主義を支える基盤は、老若男女、障がいの

ある方など全ての人が生き甲斐を感じられる多様性が尊重され

る社会であるとしています。そのために、女性・孤独孤立・少子

化・こども・消費者などの課題に対しての考えも明らかにしていま

す。 

さらに、地域活性化にもしっかりと取り組むことを明言していま

す。農林水産業については、スマート化による生産性向上により

成長産業化を進めること、中山間地域の農業を含め安心して生

産出来る農林水産業を構築することなどに言及しています。 

このほかにも災害対策、外交・安全保障などについても触れら

れ、信頼と共感の政治に向けて、謙虚に取り組み、国民と共に力

を合わせ、この国の未来を切り拓くことを申し述べられました。 

 

次に、島根県内の状況についてであります。２月１４日開会し

た第４８０回島根県議会定例会における島根県知事の施政方針

並びに提案理由説明の要旨は、次のようなものでありました。 

まず、予算についてであります。来年度当初予算は、新型コロ

ナウイルス感染症対策に加え、人口減少対策を盛り込んだ県政

運営の最上位計画である島根創生計画を加速させることが大き

な柱となっています。このことにより、一体的に編成した本年度補

正予算などを合わせた総額は、本年度比５.３%増の５,２０６億円と

なっています。この予算案におけるポイントとしては、新型コロナ

ウイルス感染症対策に３３３億円、人口減少に打ち勝つための総

合戦略の推進に８１９億円、生活を支えるサービスの充実に７１６
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億円、安全安心な県土づくりに６９１億円、島根を創る人を増やす

対策に４８億円などが挙げられます。 

また、予算を反映した施策についてであります。項目としては、

新型コロナウイルス感染症対策、魅力ある農林水産業づくり、力

強い地域産業づくり、人材の確保・育成、結婚・出産・子育てへの

支援、中山間地域・離島の暮らしの確保、地域の経済的自立の

促進、地域振興を支えるインフラ整備、新しい人の流れづくり、

女性活躍の推進、保健・医療・福祉の充実、教育の充実、スポー

ツ・文化芸術の振興、自然・文化・歴史の保全と活用、生活基盤

の確保、防災対策の推進、交通安全対策、若者の活躍、竹島問

題、原発の安全・防災対策など全分野にわたる方針が盛り込ま

れています。 

島根県知事は、これまでのコメントの中で、「感染者数を少なく、

経済の痛みを小さくすることが当面の課題である。感染症の状

況が収まっていけば、施策の内容を島根創生にシフトしていきた

い。」と述べておられます。我々もその日が一日も早く訪れること

を願っています。 

 

国も島根県も将来にわたる状況を的確に見極め、大局的な施

策を展開していくとともに、中山間地域の実情に応じた現実的施

策についても積極的に講じて頂くことを切望するところです。そ

の上で、我々基礎的自治体においては、従来にも増した厳しい

財政見込みの中で行政運営を行い、適切な住民サービスを確

保しつつ、地域振興と行政の効率化を講じていくべきであります。

いずれにしても、施策を効果的に展開していくのは、住民に最も

近い存在となる基礎的自治体であり、そのような観点からも地方

に課される責任は、一層重くなっていることをより強く意識しなけ

ればなりません。 
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〔町政を取り巻く諸情勢〕 

 

昨年は、予てからの懸案事項であります医療介護への取り組

みに加え、新型コロナウイルス感染症対策に奔走した一年であり

ました。また、１０月には、町長並びに町議会議員選挙も執行され、

いずれも無投票ではありましたが、新たな体制として再スタート

を切ったところであります。大きな課題が山積する当町ではあり

ますが、これらに対して真摯に向き合い、この難局を乗り越えて

いかなければなりません。 

その一方で、嬉しいニュースもありました。まずは、当町の町木

である「コウヤマキ」が、５月大田市三瓶山で開催された全国植

樹祭において、天皇陛下お手植えの樹種に選定され、その様子

が赤坂御用地から全国に配信されたことです。もう一つは、町内

の子供達の活躍です。一例を申し上げますと、柿木小学校児童

の皆さんが、米・食味分析鑑定コンクール国際大会の小学校部

門において金賞を獲得したこと、吉賀中学校生徒の皆さんが、

全国育樹祭の共催事業である全国緑の少年団活動発表大会に

おいて最高栄誉となる「緑の奨励賞」を獲得したこと、吉賀高等

学校生徒の皆さんが全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権で中国

四国ブロック代表として出場し第三位を獲得したこと、さらに町内

出身者も含め国民体育大会の代表選手に選出されたことなどで

す。これ以外にも明るい話題をたくさん届けて頂きました。皆さん

のご活躍に心から敬意とお祝いを申し上げたいと思います。 

 

ところで、私も２期目の任期がスタートし４ヶ月が経過しました。

多忙な日々の中にあって、改めてその責任の重大さを痛感して

いるところです。この町の未来をより一層、輝かせるために、「一

体感の醸成」を果たすことが自分に与えられた使命であると考え、
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「まちを一つに」をスローガンに掲げ、「育ててよし！元気よし！

住んでよし！」、この「三つのよし！の吉賀町」を目指していくこと

を基本姿勢としています。 

その推進にあたっては、何と言っても財政基盤の安定が必須

条件となります。これまで財政指標こそ改善されてきましたが、

地方財政を取り巻く環境は、依然として厳しい状況であること

を念頭に置かなければなりません。人口については、令和２

年度に実施された国勢調査結果が発表され、前回調査と比

較して減少率４．７％となりました。この減少率は、県内自治体

の中では比較的低い数値となっています。しかし確実に人口

は減少しており、このような中、当町では、間もなく第２期吉賀

町総合戦略が策定されます。この戦略と第２次吉賀町まちづ

くり計画の中で示される道しるべを確実に実行することによっ

て、減少率抑制と多文化共生社会の実現を図ってまいりたい

と思います。 

 

そして、まちづくりを行う上で、次のことにも配慮してまいり

たいと思います。１点目は、現下の新型コロナウイルス感染症

の取り組みの中で、私達が学んだ「人権への配慮」です。お互

いが置かれた立場を尊重し、人を思いやることが出来る吉賀町

でありたいと思います。地域全体で、人権について考え、人権に

配慮した行動をとって頂くことを訴え続けていきたいと思います。

２点目は、「職場環境の充実」です。昨年１２月下旬、私を含む

全管理職員が、県内町村としては初めて、仕事と豊かな私生

活の両立を図るためイクボス宣言を行いました。この宣言によ

って、職員が育児や介護のために時間を使うことを自然に進め

られる職場環境を目指す働き方改革にも挑戦していきます。ま

た、行政でのこのような取り組みが、今後、町内の様々な企業や
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団体にも広がっていくことを大いに期待しています。 

 

私と致しましては、様々な事案を踏まえ、これまで以上に町

民の皆様との対話を重視し、より多くの皆様の声に耳を傾け

ることで行政との信頼関係を再構築してまいりたいと思います。

そして、多くの危機管理的事案の収束を願いつつ、そのこと

に適切に対処しながら、安全安心のまちづくりと地域力の向

上を更に推進してまいりたいと思います。そのことによって、町

民の皆さんが、この町での生活の良さを等しく実感して頂ける

よう精一杯努めてまいりたいと思います。 

 

それでは、第２次吉賀町まちづくり計画に沿って、来年度の主

要施策について、以下のとおり順次申し述べてまいります。  

 

【快適で安全に暮らせるまちづくり】 

 

最初に、『快適で安全に暮らせるまちづくり』についてであり

ます。 

 

町内全域の情報通信網として整備しましたケーブルテレビ

施設につきましては、吉賀町での基本プラン加入率は約８

２％となっており、引き続き町民への重要な情報伝達手段の

一つとして活用してまいります。 

 

防災行政無線の整備につきましては、一昨年の６月から着

手し、この度事業の完成を迎えようとしています。既存設備の

更新に加え、新たな情報伝達機能の追加も行いましたので、

今後その運用を確実に進めてまいります。また、小学校区単
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位で開催してまいりました総合防災訓練につきましては、来

年度の開催で、町内を一巡することとなります。引き続きハー

ド・ソフト両面から地域の防災力向上に努めてまいります。特

に、自主防災組織につきましては、組織化に向け様々な場面

を通じ地域への働きかけを強め、組織率の向上を目指しま

す。 

 

公共交通網の活性化及び再生を目指して、令和元年度に策

定しました吉賀町地域公共交通網形成計画につきましては、計

画期間の４年目となります。利用者の利便性の向上のため、計画

に基づいた再編を引き続き検討してまいります。 

 

道路環境の整備につきましては、町道など生活に身近な道

路の安全・安心を基本に進めてまいります。特に通学路にお

いては島根県、教育委員会、警察署、ＰＴＡ等と連携して安

全点検を実施し、国庫補助事業等を活用しながら危険箇所

の改善に努めるとともに、冬期における交通の安全確保のた

め、除雪作業に取り組みます。また、国道、県道の整備につ

いては引き続き島根県へ要望していきます。 

 

道路、河川の維持管理につきましては、安全パトロールや

危険箇所の点検を実施し、日々の住民生活に支障を及ぼす

ことが無いよう機能の向上と維持管理に努めます。特に橋梁

の維持管理においては、国庫補助を活用しながら、橋梁点検

で健全度４の判定となった危険な橋梁の解消を進めるととも

に、道路法面の落石対策工事を進めていきます。 

 

高規格道路等の地域幹線道路の整備につきましては、山陰道
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の早期完成に向け、管内市町と連携し、取り組みを進めてまいり

ます。また、仮称ですが「益田－岩国道路」につきましては、引き

続き益田市、津和野町と意見調整を行うとともに、岩国市や国道

１８７号沿線関係者との意見交換を実施し、要望等の具体的な取

り組みを進めてまいります。 

 

危険箇所の対策につきましては、近年、地球温暖化の影

響による土砂災害が頻発化・激甚化している中にあって、昨

年度土砂災害のおそれのある区域について、土砂災害防止

法に基づく土砂災害特別警戒区域が新たに指定されました。

これは、指定区域における危険の周知、警戒避難体制の整

備、一定の開発行為の制限、建築物の構造規制、既存住宅

の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。これ

を受け、当町では、土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援

事業並びに、がけ地近接等危険住宅移転事業を事業化し、

危険住宅の解消を進めながら、関連する対策事業をハード、

ソフト両面から講じていきます。特に砂防事業、治山事業等に

関する整備は、島根県へ要望するとともに、連携して事業の

推進を図ります。 

 

国はあらたな水害リスクの増大に備えるため、これまでの河

川管理者等の取り組み（整備）だけでなく、流域に関わる関係

者が主体的に取り組む社会を構築する必要があるとの考えに

より、あらゆる関係者（国・県・市町村・企業・住民等）による流

域全体で行う治水「流域治水」へ転換するとの考えを示しまし

た。これによって、吉賀町に源を発し益田管内を貫流する高

津川についても、具体的な施策や手段を充実し、それらを適

切に組合せ、効率的・効果的な治水対策を実現するため、高



 - 9 -

津川流域治水協議会が設置されました。当町もこの協議会の

一員として町民の皆様のご理解とご協力を頂きながら、流域

治水の考え方や取り組みに積極的に参画し、流域治水に取り

組んでまいります。 

 

空家対策につきましては、昨年６月に策定した吉賀町空家

等対策計画に基づき、老朽危険空家除却支援事業補助金

制度を創設いたしました。本年度において補助実績はありま

せんでしたが、「空家化の予防」、「空家の適正管理・利活用

促進」、「管理不全の解消」といった三つの段階での対策を総

合的に検討してまいります。 

 

消防につきましては、コロナ禍にあって、消防団による各種

消防大会や訓練が思い通りにできない状況が続いているとこ

ろであります。今後も困難な状況が続くと思われますが、消防

団の士気の維持、向上に努めてまいります。また、来年度は、

小型動力ポンプ付積載車の更新や、消防団員の報酬額の改

定について検討を行うこととしております。 

一方、当町の消防団員充足率が低位にあることに鑑み、消

防団協力事業所表示制度の周知等を図り、地域の消防防災

力の充実強化に努めてまいります。 

 

水道事業につきましては、住民にとって重要なインフラを安

定的に運営する観点から計画的・効率的な施設維持に努め、

今後もより一層、適切かつ合理的な事業推進に努めてまいり

ます。 

 

下水道事業、農業集落排水事業につきましては、来年度
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から国の指針に従い、いわゆる「経営の見える化」による経営

基盤の強化をはかるため、地方公営企業法の一部適用を受

ける公営企業会計に移行することといたします。国が示す令

和６年度までの移行期限に対し、当町では来年度から適用す

ることとしました。２年前倒しすることで、消費税申告の節税効

果により約１，０００万円を超える額の削減が見込めると考えて

います。今後も将来にわたって持続可能な経営を確保するた

め利用者の加入促進を図りながら、下水道施設、農業集落

排水施設の適切な管理運営を行っていきます。 

 

また、集合処理区域外の地域では個人設置型合併処理浄

化槽を推進してまいります。一方、地域や住居地の地形や地

域事情等の条件によっては、処理水の排水場所が近くに無く

結果的に浄化槽を設置できないケースが存在しています。そ

うしたいわゆる設置困難箇所の解消に向け、個人を対象にし

た排水管路設置に関する助成事業の創設や、地域を対象に

した町による排水管路設置事業の事業化の検討を具体的に

進め、来年度内の制度化を目指すとともに、既存の合併処理

浄化槽設置補助金と浄化槽維持管理費補助金制度などの

助成事業を複合的に進めながら、快適で住みやすい生活環

境の確保に努めてまいります。 

 

町営住宅の整備につきましては、低所得者向けの住宅の

確保と定住の促進に向け、整備を行っているところです。建

設して４０年を超える住宅が多く現存していることから、平成２

８年度に策定した長寿命化計画により、古い物件から建替え

を実施しており、来年度も、七日市地区にあります新横立団

地３棟１２戸の解体、高津川流域産材を活用し２棟４戸の建設
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を計画しております。また、本年度策定する第３次吉賀町公

営住宅等長寿命化計画により、既存住宅の適正な維持管理

と旧耐震住宅の建替えを推進して、安心して住める住宅の確

保と住宅困窮者の解消に向けて取り組みます。 

 

環境対策につきましては、令和２年１０月に国は「２０５０年

（令和３２年）温室効果ガス排出実質ゼロ」を宣言し、令和１２

年の温室効果ガス排出量を平成２５年比で４６％削減すること

を目標に、地球温暖化対策推進法の改正や、地域脱炭素化

に関する事業の創設などを実施しています。当町においても、

国の方針に遅れることなく地域特性を活かしたエネルギー対

策を推進し、環境に負荷の少ない循環型社会の構築を目指

していきたいと考えています。具体的な取り組みとしては、地

域住民や行政等により構成される環境対策に特化した協議

会を設立し、当町の地球温暖化対策に資する事業や、地域

と調和のとれた再生可能エネルギーの導入、ごみの減量化・

廃プラスチックの資源化など、多岐にわたる課題の検討と解

決に向けた取り組みを実施していきます。 

 

なお、再生可能エネルギーの普及導入につきましては、世

界規模での脱炭素の流れが進む中、より重要な施策となって

きました。引き続き太陽光発電システム、木質バイオマススト

ーブ、太陽熱利用によるシステムについて推進するとともに、

新たな事業等について拡充を検討していきます。また、現在

当町と岩国市・周南市にまたがる区域で大規模な風力発電

事業が計画されています。事業者に対しては、事業に関する

住民説明会の開催や内容の報告を求めるとともに、環境アセ

スメント制度により立地自治体としての意見を述べることで、
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地域住民の生活環境や、自然環境・生態系等に十分配慮さ

れた事業がなされるよう求めていきます。 

 

地籍調査事業につきましては、国・県の予算確保が厳しい状

態が続いておりますが、来年度は、継続事業の田野原４地区と白

谷９地区、幸地２地区を実施するほか、新規調査地区として田野

原５地区の調査を計画しており、引き続き進捗率の向上を目指し

ます。 

 

当町の外国人住民比率は、新型コロナウイルス感染症の影響

もあり、昨年と比較すると若干下がっていますが、依然島根県内

で最高となっており、「生活者としての外国人」が、安心・安全に

暮らせるように、引き続き多文化共生の推進を図ります。やさし

い日本語や多言語表記を活用し、伝わりやすい情報発信に努め、

地元住民との円滑なコミュニケーションを目指した日本語学習と

地域交流の機会を確保します。同時に、文化の多様性や国際性

を受け入れ、互いに尊重し合う多文化共生社会の実現ための人

権啓発を推進していきます。 

 

吉賀町小水力発電所（かきのきすいでんくん）につきましては、

現在順調に稼働しており、平成２８年度から売電収入の一部１，４

００万円を、将来の子育て支援策に係る財源として一般会計へ繰

り入れておりましたが、本年度からはこれを増額し、年間２，０００

万円繰り入れることとしました。安定した稼働ができるよう、引き

続き適正な維持管理に努めてまいります。また、本年度６団体を

受け入れた場内見学等を通じて愛着をもっていただき、発電事

業の意義と環境教育の一環を担う取り組みを強化してまいりま

す。 
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【健康で安心して暮らせるまちづくり】 

 

次に、『健康で安心して暮らせるまちづくり』についてであり

ます。 

 

まず、新型コロナウイルス感染症対策についてであります。昨

年末から今年にかけて、全国において第６波の感染が急拡大し、

予断を許さない状況が続いております。これまで同様、国、県及

び近隣自治体の動きと連動しつつ、吉賀町新型インフルエンザ

等対策行動計画に基づき、対策本部を中心として、必要な各種

対応・対策を講じてまいります。 

 

吉賀町においては、昨年５月に初の感染が確認されて以降、

今年２月末時点で感染者数が３１人に達しています。感染された

方々は幸いにも重症化には至らず回復され、現在は通常の生活

を送られておられると思われますが、コロナ禍収束の兆しが見通

せない状況において、引き続き感染防止対策や感染により療養

が必要な方が安心して生活できるための支援制度の充実が必

要と考えています。現在、１８歳以上を対象に実施している３回目

ワクチン追加接種に加え、今月下旬からは５歳から１１歳を対象

とした児童へのワクチン接種も圏域内市町並びに医療機関のご

協力により実施する計画となっており、遠方会場での接種が円滑

に行われるよう交通費の一部助成を行います。また、今後増加

が見込まれる自宅療養につきましても、島根県や吉賀町社会福

祉協議会等との連携により、買い物代行サービスなど必要な支

援を行ってまいります。 

 

安心して子どもを産み育てる環境づくりにつきましては、ここ数
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年は横這いで推移していた出生数が本年度は３１人と、昨年度と

比較し僅かながら減少する見込みです。内訳は第１子が７人、第

２子が１０人、第３子が１２人、第４子は２人となっています。傾向と

して第２子と第３子が多く、この点についてはこれまでの子育て支

援策の成果と考えております。本年度の出生数の落ち込みがコ

ロナ禍等による一過性のものか、今後も継続していくのかは現時

点では不明ですが、安定的な出生数維持に向けて、コロナ禍に

よる生活様式の変化に伴う子育て世代の新たなニーズに対応し

た相談支援や、施策の充実等が求められています。このことが

実現できるよう吉賀町子育て世代包括支援センターを核として、

関係機関等と連携し第２期吉賀町子ども子育て支援事業計画に

掲げた必要な取り組みを継続してまいります。 

 

健康づくりにつきましては、本年度もコロナ禍の影響により予定

していた教室や相談事業等の中止や変更を余儀なくされ、町民

の皆様には大変ご迷惑をお掛けしましたが、そのような状況下に

おいても特定健診受診率は３年続けて５０％を超えており、昨年

度に続き本年度も１月時点で県内第１位の受診率となっています。

このことは、町民の皆様の健康づくりに関する意識の向上が大き

な要因であると分析しており、この傾向が継続するよう取り組み

を強化してまいります。主なものとして、来年度は第２次いきいき

２１吉賀町健康づくり計画の中間評価の年にあたることから、

PDCA サイクルによるしっかりとした検証評価を基に見直しを行

い、誰もがこころ豊かに、安心していきいきと安全に暮らせる町を

目指して、with コロナ時代に対応し、ライフステージに沿った健

康増進、生活習慣病予防・重症化防止及び介護予防に力を入

れ、平均寿命や６５歳時平均自立期間の延伸を実現してまいりま

す。 
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これに併せて、来年度計画期間が終了する第１次吉賀町食育

推進計画についても評価検証を行い、前述の第２次いきいき２１

吉賀町健康づくり計画に包含した形で第２次吉賀町食育推進計

画を策定し、家庭や保育所・学校・地域等といった生活の場面に

おいて、健全な食生活を自立的に営むことができる力の育成に

向け、吉賀町食生活改善推進協議会をはじめ、様々な関係団体

と連携し取り組んでまいります。 

 

地域医療を守る取り組みにつきましては、来年度当初より町医

療対策課を六日市病院内に新たに設置し、専門的に対応できる

体制を整備する考えです。当面重点的に取り組むのは、懸案と

なっています六日市病院の公設民営化問題であり、現在、社会

医療法人石州会が策定中の経営改善計画書が今月中に提出さ

れますので、この計画を基に公設民営化可否の判断を行う考え

です。申すまでもなく「健康で安心して暮らせるまちづくり」の実

現にあたっては、医療の確保は非常に重要な問題でありますが、

将来の町財政に与える影響等についても十分に踏まえたうえで

判断すべき問題であり、高いレベルでの検証・評価が求められま

す。このため、今回石州会から提出される計画について、早急に

町のみの考えで判断するのではなく、外部の第三者等からなる

社会医療法人石州会経営改善計画評価委員会を設置し、本年

５月末までに評価検証を行い、来る令和４年６月定例会において

検討結果を報告したいと考えています。なお、特別交付税を活

用した第５次六日市病院支援計画に基づく財政支援をはじめ、

新型コロナウイルス感染症拡大防止に必要な検査機器購入等の

支援は引き続き実施してまいります。 

繰り返し申し上げます。住民の皆さんの命と健康を確保するた

め、医療体制の充実は欠くことのできない最優先事項です。そ
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の意味において六日市病院は、その中心的役割を果たす医療

機関として存続していかなければなりません。引き続き、島根県、

石州会、当町で構成する医療介護あり方検討会議で鋭意協議し、

公設民営化に向けた、次なる段階に進んでまいります。 

 

医療従事者等の確保につきましては、コロナ禍もあって関係

先の訪問等に制約が生じており、依然厳しい状況にはあります

が、医師をはじめとする医療従事者等の確保を図るため、新設

予定の医療対策課で、現状においてでき得る限りの活動を行っ

てまいります。また、吉賀町医療介護従事者確保支援補助金制

度を活用し、人材確保に向けた奨学金制度や従事者の資質向

上、又は離職者対策等に取り組む町内の医療機関や介護事業

所への支援を引き続き強化してまいります。 

 

本年３月に閉校となります学校法人六日市学園六日市医療技

術専門学校（以下「六日市学園」という。）につきましては、令和

元年８月の町政活性化に関する要望書の提出や、町政座談会等

の町民の皆さんの想いにお応えするため、六日市学園との共催

による、閉校後の譲渡先選考のためプロポーザル方式による公

募を２月２５日期限で行いました。公募にあたっては島根県等に

多大なご協力を頂き、様々なネットワークを活用し情報発信を行

った結果、１月２２日に開催した施設見学会は、複数の企業の参

加があり、前向きにご検討頂けると大変期待をしておりましたが、

残念ながら応募された企業はございませんでした。このような結

果となり町としましては大変残念ではありますが、六日市学園と

の間で平成２５年に締結した町有地無償貸与契約書に基づき、

解体撤去による原状回復に向けた協議を進めてまいります。この

間、学園施設の存続に向け、島根県を始め多くの関係各位から
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頂いたご助言ご協力に対しまして、深甚なる敬意と感謝を申し上

げます。 

 

地域福祉につきましては、第３期吉賀町地域福祉計画、活動

計画に基づき、一人ひとりの不安や悩みに対する総合相談支援

体制づくり、ボランティア活動の育成や充実、多様なニーズに対

応するサービス基盤の整備など、住民の相互扶助による住みよ

い地域共生型社会の実現を目指してまいります。特に成年後見

制度については一層の利用促進を図るため、来年度から第３期

吉賀町地域福祉計画の一部を改訂し、新たに地域連携ネットワ

ーク協議会の中核を担う吉賀町成年後見センターを設置し、広

報、相談業務の実施、家庭裁判所に推薦するための受任者調

整、市民後見人や法人後見の担い手などの育成、後見人へのバ

ックアップ支援などを順次行う計画としており、地域福祉の中核

を担う吉賀町社会福祉協議会と連携し取り組みを進めてまいり

ます。地域福祉の重要な担い手である民生委員・児童委員は来

年度改選期を迎えます。地域との連携を図りながら、住民が安

心して生活をするための見守り体制の充実に繋がるよう、必要な

支援や対応を行ってまいります。また来年度も引き続き、コロナ

禍により深刻化が懸念される生活困窮者対策として、生活保護

事務や生活困窮者自立支援制度など従来制度の充実強化を図

ってまいります。 

 

障がい者福祉につきましては、吉賀町障がい者計画の基本理

念である「みんなが自立し、その人らしく生き生きと、安心して快

適に共に暮らせるまちをめざす」を実現するため、吉賀町障がい

者総合支援センター等を活用し、町内外の身体・知的・精神に障

がいのある方々が、就労継続支援や総合相談支援等に加え、ゆ
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とりのある施設空間を活用し、生活介護事業や日中一時支援事

業等のサービスを総合的に利用でき、地域生活支援拠点施設と

なるよう指定管理者であるＮＰＯ法人よしかの里等との連携強化

を図ってまいります。また、前述した来年度新設予定の吉賀町成

年後見センター等の機能を生かし、障がい者差別の解消や権利

擁護に向けた支援の充実を目指します。 

 

高齢者福祉につきましては、新型コロナウイルス感染症の影

響が長期化する中、各種イベントの中止等の感染防止対策のた

め外出を控え、在宅で過ごされる高齢者が増加しています。この

ような中、地球温暖化等により年々気温も上昇することが予想さ

れるため、室内での高齢者の熱中症事故を防ぐことを目的として

来年度、吉賀町高齢者世帯エアコン等購入費助成事業を実施

いたします。この新規事業と併せて、町内在住の高齢者が最も

希望されている、住み慣れた自宅や地域においての自立した生

活が継続できるよう、百歳体操やふれあいサロン等の高齢者の

健康づくりや、介護・認知症予防の集いの場や、栄養状態維持

改善のための配食サービスの充実、見守り体制の整備、社会参

加や生きがい対策の推進を来年度も引き続き図ってまいります。 

 

国民健康保険事業につきましては、平成３０年度からの新制度

移行により、県内市町村の財政基盤強化が図られ、安定した保

険運営が行われており、昨年より導入した国保市町村事務処理

標準システムも順調に稼働しています。このような中、国民健康

保険法等の改正が行われ、来年度から国保加入の子育て世帯

負担軽減を図るため、未就学児童に係る国民健康保険税均等

割額の軽減措置を国・県・町の公費負担で実施します。また、当

町の国保保健事業の取り組みでは、被保険者の皆様のご理解ご
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協力により、特定健診受診率はここ数年県内でも上位に位置し

ており、そのような点が評価され国からの保険者努力に対するイ

ンセンティブ交付金も増加しています。この財源等を活用し、来

年度も引き続き AI を活用した特定健診個別勧奨や特定健診自

己負担額無料化の継続に加え、新たに大腸がん検診の自己負

担額も無料化を行い、更なる受診率向上及び、疾病の早期発

見・早期治療による医療費抑制と健康増進につなげてまいりま

す。 

 

後期高齢者医療保険事業につきましては、本年１０月から一定

以上の所得のある被保険者の窓口負担割合が１割から２割へ引

き上げになります。被保険者が受診の際に窓口等で混乱が生じ

ないよう、島根県後期高齢者医療広域連合との連携を図り、高

齢者にも理解しやすい手法等を用いて周知を図ってまいります。

今回の制度改正は現役世代との公平性確保や公費抑制が目的

と考えますが、このことが後期高齢者の受診控えを招き、病状等

の悪化に繋がらないよう、周知を図りつつ注視してまいります。 

 

介護保険事業につきましては、ここ数年増加傾向にあった介

護給付費は、昨年度から着手した直営による要介護認定調査や

ケアプラン点検等の給付適正化事業効果と併せ、町内介護施

設のベッド数の削減により減少に転じています。これによりまして、

一時深刻であった町の介護保険財政も回復に転じてまいりまし

た。来年度も引き続き介護給付費適正化を進めつつ、第８期吉

賀町介護保険事業計画に掲げた「地域包括ケアシステムの深

化・推進」、「持続可能な介護保険制度の確立」を実現するため、

島根県や圏域内保険者をはじめ、関係機関との連携により介護

保険財政の安定化と住民ニーズに対応したサービス基盤等の整
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備を進めてまいります。 

 

【魅力と活力に満ちて暮らせるまちづくり】 

 

次に、『魅力と活力に満ちて暮らせるまちづくり』についてで

あります。 

 

農業振興対策につきましては、農業経営を継続し、農業経

営を安定させる施策が必要です。しかし、米価の下落や担い

手不足からくる農業の高齢化等抱える問題は多く、将来の展

望がなかなか描けない状況にあります。そのため、まずは吉

賀町農業振興計画を作成したいと考えています。地域の実

情に即した振興ビジョンを作成し、確実に推進していくことが

必要であるため、計画作成の段階から住民の協力を得て、

行政と住民が一体となって計画の実現に向けて取り組んでま

いります。 

 

また、長期化するコロナ禍により業務用を中心に主食用米の

需要が減少し、今後も米の価格低下が懸念されるため、収益性

の高い水田園芸への転換に向けたさらなる取り組みの推進が

重要となってきます。また、低コスト生産、担い手確保、産地

化の推進も強化する必要があります。 

このような情勢の中、本年度実施している事業は継続して

行い、来年度からいくつかの新規事業にも取り組んでまいりま

す。先ずは令和３年産米価下落に対する支援です。米価下落に

よる営農意欲の減退、耕作放棄地の増加を防ぐためにも、令和３

年に主食用水稲を生産した農業者に対し、農業経営の安定と水

田での営農継続に繋げるため支援金を交付します。次に水田園
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芸を進めるための支援です。農産物物流強化のために集出荷

を行う事業者に販売経費の一部を支援し、持続可能な流通体制

を構築して、集出荷しやすい体制づくりを目指します。 

 

昨年国において、みどりの食糧システム戦略のうち有機農

業の取組面積の割合を２５％（１００万 ha）に拡大する目標を

掲げましたが、当町も有機農業推進協議会を中心に、みどり

の食糧システム戦略緊急対策交付金を活用し、関係機関と

連携体制を構築しながら面積拡大に向け取り組みを進めて

まいります。 

また、本年度から実施している農地耕作条件改善事業に

ついて、来年度基地局を整備し、自動走行農機等のシステム

導入を図り、農作業の効率化を目指します。 

その他にも地域おこし協力隊を、流通強化対策支援員と農

業公社のオペレーター育成・確保として、それぞれ１名募集を

行います。 

 

担い手の確保や今後の地域農業をどうするかといった課題

については、各地域、集落に出向き人・農地プランの実質化

に向けて話し合いを進めてまいります。また、これまで同様国

や県の事業を最大限活用しながら、新規就農の相談から定

着までの支援を行い、自営、雇用、半農半Ｘなど多様な形態

による就農者の育成・確保に取り組んでいくとともに、日本型

直接支払制度を活用した農業・農村の多面的機能の維持を

図る取り組みへの支援も引き続き実施してまいります。 

 

農業基盤整備事業は、引き続き県営により取り組みます。

具体的には、農業競争力強化基盤整備事業で真田地区の
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圃場整備事業、県営農地中間管理機構関連農地整備事業

で吉原・坂折地区の事業推進に取り組みます。 

 

鳥獣被害対策につきましては、近年、イノシシやサルの被

害に加えシカの目撃も増えており、今後は林業被害防止対策

も強化していく必要があります。さらに、ツキノワグマの錯誤捕

獲や宅地付近での目撃なども多数あり、その対策も急務とさ

れています。引き続き、動物用ＧＰＳ発信機や赤外線カメラな

どを活用した生息行動調査の強化をしてまいります。また、新

たに集落支援員制度を活用した鳥獣対策専門員１名を増員

し、より機動性のある対応ができるようにします。その他、地域

や個々が実施する鳥獣の被害防止対策に対する助成も引き

続き行ってまいります。 

 

今シーズン世界的に鳥インフルエンザの流行が見られ、国

内においても過去最大数の鶏が殺処分されています。町内に

おいても農場の消毒など対策は徹底されていると聞いており

ますが、万が一の発生時には迅速な防疫措置がとられるよう

関係機関と連絡体制等を再度確認し、対応してまいります。 

 

本年２月１４日に大井谷の棚田が、農林水産大臣から「つな

ぐ棚田遺産」に認定されました。棚田の有する多面的な機能

に対する一層の理解の促進を図るためにも、今後も地域と一

緒になって積極的な維持・保全に向けて取り組みを行ってま

いります。 

 

林業振興対策につきましては、森林環境譲与税を活用し

た事業を主体に取り組みを進めてまいります。地域おこし協
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力隊制度を活用した担い手育成事業につきましては、本年

度から町有林において森師研修制度をスタートさせました。

来年度もさらに採用を予定しており、引き続き林業就業者の

育成と確保を図り、貴重な森林資源の有効活用を推進してま

いります。 

 

次に、林業専用道の整備についてです。県営で整備する

幸地立河内線については、本年度１，０００ｍの測量設計を終

え、来年度３５０ｍ分工事着手を予定していると伺っています。

団体営（町）で整備する林業専用道幸地立河内支線につきま

しては、来年度１，５００ｍの測量設計を計画しています。引き

続き事業完成に向け地元関係者・島根県と協議しながら進め

てまいります。 

また、来年度から、森林施業の推進、効率化はもとより、山

地災害の防止機能及び維持管理性の向上を図るため、林道

舗装事業にも取り組んでいくことといたします。路線は麦山線

２，０００ｍ、滑峠線６，０００ｍ、事業費約３億５，０００万円で、

事業期間は令和７年度までの４年間の計画としています。 

 

商工振興対策につきましては、小規模事業者等への支援、

起業・創業者への支援、住宅改修支援事業補助等を、本年

度に引き続き行ってまいります。プレミアム商品券発行事業に

つきましては、来年度も３，７００セット分の助成を行いますので、

町内消費喚起、町内景気対策にご協力願いたいと思っており

ます。また、新規事業として買物困難地域などへの移動販

売事業者に対し、移動販売事業に係る経費の一部を支援し

ます。移動販売は、買い物客の分散や接触機会の低減等が図ら

れ、新型コロナウイルス感染対策としての効果も期待されるところ
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です。 

吉賀町中小企業・小規模企業振興基本条例に基づく吉賀

町商工業振興計画を昨年度策定しましたので、来年度以降

も商工会等関係機関との情報交換の場を増やし、今後の商

工振興対策を図ってまいります。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大は、町内事業者の経営に

大きな影響を及ぼしました。町においても、吉賀町緊急中小

企業者等事業継続支援金をはじめとした経済対策支援策を

行いました。新型コロナウイルス感染症の収束は、未だ見えず、

来年度も町の地域経済に大きな打撃を与えることが予測され

ますので、関係機関と連絡を密にして、必要に応じた対策を

検討し、補正予算等で対応してまいりたいと考えております。

また、ＳＤＧs 等時代に即した持続可能な産業振興を進める

上では、官民一体で進める必要があり、全産業を網羅するコ

ンソーシアム（協議体組織）などの設置について検討します。 

 

町内企業における労働者の住居確保は、重要な課題とな

っています。関係企業のニーズに沿いながら、関係機関との

十分な意思疎通・情報共有を図り、解決策について協議を行

っていきます。そのために、吉賀町人材確保定着推進協議会

や益田鹿足雇用促進協議会などの活用を行ってまいります。 

 

 観光振興につきましては、十分な対応が困難な状況ではあり

ますが、清流・高津川の水源のまちとして、豊かな地域資源を活

かした吉賀町の魅力発信を行います。 

町木コウヤマキに関しましては、コウヤマキギャラリーを拠点

に、地元関係団体と連携し、コウヤマキ自生林・周辺地域の動植
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物の保全並びに周知啓発活動について、一層の取り組みの拡

大を行ってまいります。 

本年度の新たな取り組みとして、花めぐりフォトコンテストを地

元団体、公民館、観光協会、町で構成される実行委員会で開催

しました。本企画を通じて、ヒガンバナ、カタクリ、シャクナゲとい

った花々に触れていただく機会となり、町内外の皆様に魅力を感

じていただくきっかけづくりとなりました。今後は、より一層多くの

皆様に参加いただけるよう企画を進めてまいります。 

また、包括連携協定を締結している株式会社モンベルについ

てはモンベルフレンドタウンとして、実店舗と連携したイベントの

企画やフレンドフェア等への参画、株式会社モンベルの情報誌

やホームページ等の媒体を活用した周知拡大を図ります。 

本年度もマツダスタジアムで開催されました、わがまち魅力発

信隊イベント並びにサンフレッチェ広島のフレンドタウンイベント

へ参加し、町の観光 PR を行いました。来年度についても、山陽

方面に対し、より効果的な情報発信ができるよう取り組みを継続

いたします。 

津和野街道を通じた交流については、廿日市市・津和野町・

吉賀町で構成される津和野街道交流協議会の取り組みを通じて、

県境を越えた文化、歴史、観光、まちづくりについて交流を進め

てまいります。 

また、来年度は新たに、吉賀町の魅力を町外の方々にさらに

発信するため、吉賀町広報大使（アンバサダー）の設置を検討い

たします。ＳＮＳ等を活用した地域の情報発信を行っていただくと

ともに、町や地域団体と連携した地域のスポーツ・文化イベントの

実施等により、吉賀町のファンづくりに向けた取り組みを推進す

ることで、交流人口並びに関係人口の拡大を図ります。 
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健康増進交流促進施設むいかいち温泉ゆ・ら・ら及び老人

福祉センターはとの湯荘につきましては、来年度から２年間指

定管理期間を延長することといたしました。吉賀町の誘客、交

流人口の拡大に大きく寄与している施設でありますが、本年

度に引き続き新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく

受ける中、より慎重な調整が必要と考えています。 

 

【人と歴史を大切にして暮らせるまちづくり】 

 

次に、『人と歴史を大切にして暮らせるまちづくり』について

であります。 

 

教育の振興につきましては、新たに策定された第２期吉賀

町教育振興計画に則り、「ふるさとでの学びや体験をもとにした、

明日の吉賀町を支える人材の育成」を基本理念に進めてまいり

ます。 

 

国の主導により加速している教育の情報化につきましては、

学校現場における学習や校務へのＩＣＴ活用が着実に進めら

れるよう、学校ＩＣＴ支援員を配置し、国による学習者用デジタ

ル教科書のモデル事業にも取り組んでまいります。 

また、引き続いて特別支援教育支援員や複式学級対応に

係る非常勤講師を配置することにより学習環境を整えるととも

に、課題を抱える児童生徒を取り巻く環境への働きかけを充

実するための支援体制の強化に努めてまいります。 

 

学校施設の整備につきましては、本年度から進めてまいり

ました蔵木小学校施設の長寿命化改修について、その工事
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に着手するとともに、小中学校の特別教室への空調設備の整

備を順次進めることとし、学習における施設環境の改善に向

けた取り組みを進めてまいります。 

 

吉賀高等学校の支援につきましては、「小さな学校で大き

な夢を」の実現に繋がる取り組みを引き続き進めてまいります。

サクラマス交流センターや公設塾の運営のほか、各種支援事

業を継続します。また、サクラマス交流センターにつきまして

は、Wi-Fi（ワイファイ）環境の改善を行うこととし、予算計上さ

せていただいたところであります。 

 

平成２４年度から進めておりますサクラマスプロジェクトは、

第２期に入り大人の人材育成のプロジェクトとしても取り組み

を推進しております。近年、子どもを取り巻く環境は、これまで

にないスピードで変化をしております。このような環境の中でも

自ら考え、判断し、生き抜いていくたくましさが、これからの子

どもたちには必要です。そのためには、大人のあり方・関わり

方が重要であり、大人自身が学び続けることが求められます。

学校・家庭・地域の人や団体等、多様な人と連携・協働し、学

びを通した人材育成を推進してまいります。 

 

読書活動の推進につきましては、新たに配備いたしました

移動図書館車「みたい号 ～みんなが たのしみ いどうとしょ

号～」の活用や学校図書館における司書研修や蔵書を充実

することにより、読書・学習・情報センターとしての機能を強化

するなど、読書環境の向上に努めます。 

また、社会教育委員の会や図書館協議会などの関係機関

と連携し、吉賀町子ども読書活動推進計画の見直しを実施す
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ることといたします。 

 

人権問題につきましては、人権意識の向上を図るために関

係機関と連携して人権教育や啓発活動に努めてまいります。 

また、町民意識の現状を調査・分析し、今後の人権教育・

啓発活動の基礎資料とするために「人権・同和問題に関する

町民意識調査」を実施いたします。 

 

社会体育につきましては、令和１２年に当町での開催が予定さ

れている国民スポーツ大会を見据え、多様なスポーツ活動の推

進を図るための気運醸成に向けた環境を順次整えてまいりま

す。 

施設整備につきましては、立戸スポーツ公園のテニスコート照

明設備改修と野球場備品の整備、真田グラウンド「よしかみらい」

の人工芝のブラッシングとクリーニングなどのメンテナンスを実施

いたします。 

また、「よしか・夢・花・マラソン大会」につきましては、第１５回、

第１６回と中止いたしましたが、第１７回大会は、スポーツ団体な

どの関係機関と協議を重ね、ハーフの中止や参加資格を中国５

県在住者に絞り込むなど、規模を縮小したうえで４月２４日（日）に

開催することを実行委員会において決定いたしました。新型コロ

ナウイルス感染症の今後の状況が気になるところですが、開催

に向けて協賛企業の拡充を図るなど準備を進めているところで

ございます。 

 

文化財保護につきましては、国の指定重要文化財である

旧道面家住宅の萱葺き屋根の部分改修を実施するとともに、

文化財審議委員会と連携を図りながら、説明板等の設置や
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保護活動に努めてまいります。無形民俗文化財の保存に対

する経費については、若干の拡充を図っております。 

また、文化振興につきましては、島根県芸術文化センター

「グラントワ」と連携するなど、吉賀町の子どもたちの芸術・文

化に触れる機会の創出に向けた取り組みを進めてまいりたい

と思います。なお、新型コロナウイルス感染症拡大により、活

動に影響を受けた文化振興団体等に対して交付する支援金

制度も創設しました。 

 

本年度に企画した０（ゼロ）予算事業の「ストリートピアノ」と「ラ

ンチミーティング」につきましては、新型コロナウイルス感染症の

影響により、早期の実施には至りませんでした。今後、状況を見

つつ、それぞれ開始していきたいと考えております。 

 

【協働と交流でいきいきと暮らせるまちづくり】 

 

次に、『協働と交流でいきいきと暮らせるまちづくり』につい

てであります。 

 

公民館を拠点とした地域づくりの推進につきましては、「自

立した人たちによる持続可能な地域」の実現に向け、引き続き

各公民館の体制強化のための人材の確保に努めます。 

また、大学のフィールドワークの誘致など外部の力も活用し

ながら、公民館はもとより、行政内部や島根県、社会福祉協

議会など、関係機関との連携を図り、地域における住民が主

体となった地域づくりへとつながるよう取り組みを進めてまいり

ます。 
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自治会活動につきましては、人口減少が進む地域においての

活動の停滞が懸念されており、感染症対策として活動の自粛が

より拍車をかけています。今後の活動の継続に向けて、自治振

興奨励金や交付金制度の見直しを行うこととしていますが、本年

度におきましては、集会所の管理費の一部について奨励金の算

定基礎として追加しました。来年度におきましては、これまで各

地域での意見交換の結果を踏まえて、新たな交付金制度の算

定等について具体化し、令和５年度からの実施に向け、準備を

進めてまいります。 

 

また、第２次吉賀町男女共同参画計画が、このたび最終年度

を迎えます。本計画では、４つの基本目標を定め、「男女が共に

担う地域づくり」を進めてきました。「働く」という女性の社会参画

は当たり前になりつつありますが、給与所得の男女格差、管理職

の女性割合、夫婦の家事・育児時間、政治分野の女性割合など、

様々なジェンダー・ギャップは依然解消されていません。今後は、

特にこのジェンダー・ギャップの解消に焦点を当て、社会のあら

ゆる分野で誰もが自分らしく活き活きと暮らすことができる地域

づくりを進めていきます。 

 

町政座談会につきましては、これまで公民館単位で開催して

きましたが、その方法については様々なご意見をいただいてい

るところです。今後の手法については、町民の皆様のご意見を

拝聴しながら検討してまいります。 

 

【行財政対策】 

 

最後に、『行財政対策』についてであります。 
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町税などの徴収対策につきましては、納付期限内に納付して

いる町民の皆さんに不公平が生じないように徹底した滞納整理

を実施します。 

徴収については、徴収担当職員と専任の会計年度任用職員

による訪問や調査を積極的に実施し、滞納者の状況の把握と迅

速な対応を行い、徴収率向上に努めます。また、債権共同徴収

対策委員会において、関係各課が連携して一元的対応を図り、

情報の共有と徴収対策に努めます。特に累積滞納者に対しては、

経済的状況について調査を徹底し、納付が困難な場合は分納

など柔軟な対応を行う一方、悪質滞納者については差押等強制

執行により積極的な滞納処分を行い滞納金額の縮減に取り組ん

でまいります。 

また、私債権の滞納者には訴訟等の法的措置も含め、毅然と

した町債権の徴収に努めます。 

 

職員の人材育成につきましては、吉賀町人材育成基本方針で

定める職員像の「自らが主体となって行動する職員」を目指し、

職員が地域の一員としての意識を強く持ち、住民との対話・活動

により地域の現状を的確に捉え、様々な課題を自ら発見し、主体

性を持って行動する職員を育成してまいります。 

人事及び組織機構につきましては、先ほど述べた通り医療対

策課を新設し、必要な人員配置を行います。これに伴い、専門

的な知識経験を有する職員を雇用するため、一般職の任期付

職員の制度を導入します。また、益田地区広域市町村圏事務組

合に、引き続き職員１名を派遣します。 

 

行財政改革につきましては、第４次行政改革計画・財政健全

化計画に基づき、行財政改革推進本部を中心に、７つの委員会
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を推進主体として取り組みをすすめます。並行して行政改革推

進委員会や議会の皆様の意見を聴きながら、着実に進めてまい

ります。 

 

財政運営につきましては、第２次吉賀町まちづくり計画や第２

期吉賀町総合戦略、更には公共施設等総合管理計画等の各種

計画との整合を図りつつ、財政健全化計画の基本方針である

「自立し、持続可能で、透明な財政運営」の確立を目指します。 

 

ふるさと納税につきましては、暦年で申し上げますと、令和元

年が５１件、３５４万円、令和２年が２２６件、８２４万円、令和３年が３

９７件、１，１３９万円となっております。こうした状況から、来年度

の目標を１，３００万円と定め、取り組みを進めてまいります。 

 

以上が「第２次吉賀町まちづくり計画」に基づいた主要施策の

概要であります。 

 

〔地方創生対策〕 

 

次に『地方創生対策』について申し上げます。 

 

地方創生対策の具体的施策として平成２７年度に策定した

吉賀町総合戦略につきましては、本年度で最終年度となりま

す。併せて策定した人口ビジョンにおいて、人口問題を克服

し、活力あるまちを実現するために設定した総人口の目標を

２０６０年（令和４２年）で４，４３７人としていました。 

この人口ビジョンにおいて、令和２年推計値は５，９９２人とし

ていましたが、実施された国勢調査における確定値は６，０７７
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人となり、推計値を上回る結果となっています。このことは、こ

れまで取り組んできた総合戦略に基づく施策の展開が、一定

の成果をあげているものと判断できます。 

 

現在、来年度からの新たな総合戦略の策定を行っていま

す。策定にあたっては、まちづくり委員会での協議及びパブリ

ックコメントなどによる意見聴取など、できるだけ町民の皆様の

考えを活かせる工夫を行いつつ、この新たな戦略におきまし

てもこれまでの成果を踏まえ、産業振興、移住定住、子育て

環境、地域づくりなどの取り組みを継承します。また、新たな

課題として、脱炭素社会、ごみの減量化・再資源化、多文化

共生、ＳＤＧｓの実現などについても取り組み、将来の人口目

標値を現在の計画とほぼ同数となる、２０６０年（令和４２年）で

４，４００人としたところです。 

この目標値を達成することは容易ではありませんが、第２期

総合戦略の基本理念である、５０年後の子供たちが笑顔で暮

らせる社会の創造を目指したいと考えております。 

 

なお、例年当初予算の概要に併せて提出しておりました、総

合戦略の基本目標ごとに具体的な事業を取り纏めた、吉賀町総

合戦略実行施策シートにつきましては、第２期吉賀町総合戦略

の完成後に作成しますので、６月定例会において提示させてい

ただきます。 

 

〔令和４年度当初予算案〕 

 

それでは、令和４年度当初予算案の概要について申し述

べます。 
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令和４年度当初予算の編成にあたっては、まちづくり計画

や総合戦略に基づく重点事業を推進するとともに、行政改革

計画・財政健全化計画に基づき、持続可能で安定的な財政

基盤の構築に努めました。 

その結果、令和４年度一般会計におきましては、本年度当

初予算比で１．２％増の７２億８，４００万円の予算規模となりま

した。又、５本の特別会計と上下水道事業会計の総額は、  

３０億４，１００万円となり、一般会計・特別会計・上下水道事業

会計を合わせた予算総額は、１０３億２，５００万円となったとこ

ろであります。 

 

〔提出議案〕 

 

今定例会に上程しますのは、報告事項が１件、議案につきまし

ては、一部事務組合規約の変更に係る案件が１件、条例の制

定・一部改正に係る案件が１４件、一般会計、特別会計及び上下

水道事業会計に係る補正予算と当初予算が１６件の合計３１議

案であります。 

それぞれの議案の概要につきましては、上程の段階で、各

担当管理職員から詳細説明をさせますので、ご理解を頂くと

ともに、慎重なるご審議の上、適切な議決を賜りますようお願

い申し上げます。 

 

以上、令和４年第１回吉賀町議会定例会の開会にあたっての

施政方針並びに提案理由の説明とさせて頂きます。 


